
【標準様式１-２】

１　施設概要

２　業務履行状況確認

評価対象年度

自己評価実施日

総務部人権・男女平等推進課

　電話　03　（5744）　1610　　　　　　　　　FAX　03（　5744　）1556

所 在 地 大田区大森北４-１６-４

担当部課
（問合せ先）

指定期間 　　　　平成31年４月　　～　　令和   6年　3月

指定管理者

名　 称 特定非営利活動法人男女共同参画おおた

代表者 理事長　坂田　静香

住　 所 大田区大森北2-3-15第15下川ビル4階

令和2年度

令和3年6月25日

施 設 名 大田区立男女平等推進センター

・男女共同参画推進事業の実施と区民
の交流の場としての目的を果たせるよう
区民サービスと効率に留意し職員を配置
している。
・うぐいすネットの繁忙期や土日祝日、19
時以降など利用者の動向に合わせた配
置。
・休日に実施する男女共同参画推進事
業が多くなっているため実施のに必要な
人数の配置。
・特に、新型コロナウイルス感染症拡大防
止対策による緊急事態宣言期間中の開
館時間の変更や、在宅勤務など臨機応
変な対応を行った。

〇

区と指定管理者との間で十分な
連絡や調整がなされているか

月に一度の定例報告会の他、日常的に
所管課への相談・連絡・報告を心がけ、
必要に応じて訪問し調整を行っている。

日常的に相互に連絡を取り合うほか、月１回の
定期報告や必要に応じて区職員が施設へ赴く
など、連絡・調整が図られている。

〇

自己評価のとおりの配置が認められる。責任
者の配置についても、区の指示等に基づき適
切になされており、体制強化に努めている。

職員配置についても適正であり、施設の設置
目的達成に向け、寄与している。

大田区指定管理者モニタリング結果（通常年度）

施設の設置目的

施設の沿革

男女共同参画社会の実現に資するとともに、区民の自主的な活動の場を提供する。

昭和５２年、女性が安心して集える場所として「大田区立婦人会館」が設立。平成4年「大田区立おおた女性セ
ンター」と名称が変更され、建物の改修ののち、平成12年に大田区立男女平等推進センター「エセナおおた」と
して開館。

職　員

必要な知識・経験をもった職員を
配置しているか

区立施設の管理及び男女共同参画及び
について専門的な知見と経験を持つ職
員を3名以上配置している。

〇

施設の設置目的を最大限発揮で
きるスタッフの配置になっている
か（員数・シフト等）

施設
所管課
評価

管　理

事業計画書及び事業実績報告
書等は期日までに提出されてい
るか、また報告の内容に不備は
ないか

事業計画書および事業実績報告書は期
日までに適切に提出している

いずれも期日までに提出されており、報告内容
等の不備も認められない。

〇

各種業務日誌等が整備・保管さ
れているか

毎日業務報告を作成し職員及事業スタッ
フに配信し情報共有を行っている。記録
は整理・保管している。

各種業務日誌等の整備・保管は、適切であっ
た。職員間での情報共有もされており、利用者
対応等で有効に機能していた。

〇

項目 確認内容 指定管理者自己評価 施設所管課所見（確認方法・頻度）



【標準様式１-２】施設
所管課
評価

項目 確認内容 指定管理者自己評価 施設所管課所見（確認方法・頻度）

個人情報の適切な管理は、施設において確認
している。また、研修による職員の意識向上や
取り組みへの徹底を図るなど、情報の保護に
努めている。

施設の周辺地域との関係は良好
か

・周辺地域の社会資源（ハローワーク、子
ども家庭支援センター、入新井第一小学
校、入新井特別出張所、地域包括支援
センター入新井、大田区社会福祉協議
会）、町会、商店街など、地域との連携を
心がけてきたが、令和2年度は関係機関
との会議や、イベントが中止となり難しい
状況だった。
・イベント開催時などは、近隣の方に事前
に挨拶に伺い、理解を得ている。騒音等
でクレームがあった場合はすぐに対処し
ている。

近隣住民に関わる苦情等の報告は、特に受け
ていない。
また、区民から施設に関する苦情等を受けたこ
とは特になかった。

〇

情報管理

個人情報は適正に管理されてい
るか

個人情報審議会で承認された内容に基
づき適正に管理している。

〇

運　営

利用者等からのクレームに対し
適切に対応しているか

お客様のクレームにはすぐに対応するこ
とを第一とし、真摯に耳を傾け、丁寧に対
応するとともに、原因の究明、対策を協議
している。また、所管課へ速やかに相談・
報告している。

利用者から苦情を受けた場合、区へ速やかに
報告・連絡がなされるなど、適切な対応に努め
ている。

〇

専用ホームページは適切に管理
運営されているか

タイムリーな情報発信を心掛け、管理者
パスワードの定期的な変更など、セキュリ
ティ対策に留意し適切に管理運営してい
る。ツイッターを併用した情報発信を行っ
ている。

適切に運営されている。 〇

施設の利用方法は分かりやすく
説明されているか

・リーフレットを作成、ホームページにも案
内を掲載。特に令和2年度は新型コロナ
ウイルス感染症拡大防止対策のため利
用に係る変更事項が多く、適宜ホーム
ページやツイッターで利用情報の発信を
行った。
・館内には目的に応じた案内表示を掲示
している。職員は、初めて施設を利用す
るお客様にも分かりやすく説明ができるよ
う研修している。

リーフレットの内容が工夫されていること、研修
報告書により接遇等に関連する研修への参加
が確認できることなどから、利用者サービスの
向上に努めていると認められる。

〇

施設の稼働率向上に向けた取組
みは有効か

新型コロナウイルス感染症拡大防止のた
め、室場の利用停止や利用人数制限の
措置を行ったが、利用を希望するお客様
が安心・安全に利用できるよう感染対策
に努めた。

利用率は、令和元年度までの５年間では70％
を上回る高い水準を保っている。稼働率向上
に向けた取り組みは有効と考える。
コロナ禍においては、区からの指示に加え、利
用者の安心・安全に対し工夫し、対策を講じて
いると認められる。

〇

新型コロナウイルス感染症拡大防止のた
め、広場事業は年間を通して中止、もしく
は参加人数を制限して実施した。

自主事業については、協定に基づき区が承認
し、実施している。施設の設置目的達成に向け
て取り組んでいると認められる。
コロナ禍においては、状況を検証、区と協議の
うえ適切な運営に努めていると認められる。

〇

使用料等の会計管理は適切か
複数人で点検する体制を作り、適切に管
理している。

使用料の収入及び還付等に関する経理につい
ては、毎月の報告書により、適正な処理が行
われていると認められる。

〇

職員の服装及び接客態度は適
切か

・身だしなみに配慮した服装で従事して
いる。また、本庁舎に準じてクールビズの
期間を設けている。
・接客態度についてはユニバーサル窓口
サービスガイドラインを遵守し、公共施設
として公平・公正な対応を行っている。

服装及び接客態度の向上については、職員会
議等において徹底されており、適切と認められ
る。

〇

施設、設備の公正な利用が確保
されているか

うぐいすネットの室場・設備は公共施設利
用システムに基づき公正・平等に行って
いる。１階会議室は男女共同参画推進事
業を実施会場として利用。他に所管課と
連携し他行政の事業で利用されている。

公共施設利用システムに関する事務は適正に
行われており、利用者の公正な利用が図られ
ている。

〇

自主事業（講座など）は計画どお
り運営されているか

業務に必要な職員研修を実施
し、資質の向上に努めているか

・毎月1回職員研修会議において施設管
理・事業運営の情報共有を行っている。
また年2回の休館日を利用し他施設にお
いて全職員が一同に会し、男女共同参
画推進事業および管理等業務に必要な
研修を実施している。今年度は9月は全
員現地参集、３月は現地参加とオンライ
ン参加のハイブリッド型で実施した。
・職員それぞれが国や都、民間団体（全
国女性会館協議会、DV防止支援団体）
などが主催している研修等に参加し男女
共同参画に関する知見を深め資質の向
上に努めている。

職員会議及び研修の内容等については、年度
報告書により確認し、協定に基づき適正に実
施されていた。また、外部機関が実施する研修
への参加も認められ、職員の能力向上に努め
ている。

〇

職　員



【標準様式１-２】施設
所管課
評価

項目 確認内容 指定管理者自己評価 施設所管課所見（確認方法・頻度）

清　掃

日常及び定期清掃が適切に実
施され、施設、設備、備品は清潔
に保たれているか

・清掃係員と密に連絡をとり、不具合があ
ればすぐに対応できるようにしており常に
清潔に保たれている。新型コロナウイルス
感染防止対策として共有箇所は薬剤によ
る清拭きを行っている。
・利用者懇談会でも施設が清潔で使いや
すい、新型コロナウイルス感染症拡大防
止対策もしっかり行われており安心して
使用できる、とのご意見をいただいてい
る。

〇

洗面所等の消耗品は常に補充さ
れているか

洗面所は1時間おきに清掃係員がチェッ
ク表に基づき点検しており、消耗品が不
足しないよう心掛けている。

〇

再委託による業務となるが、適切に対応してい
る。
区職員が施設に赴いた際にも確認している。

修繕内容について区と協議し複数社の
見積をとり、適切に実施している。令和２
度は指定管理５年間の中期計画に沿っ
て排水管清掃を実施した。

必要に応じて区と協議し、適切に実施されてい
る。

〇

設備管理
機器の取扱説明書等は整備・保
管されているか

取扱説明書等はファイルし、定位置に保
管している。 〇

備品管理

機器の取扱説明書等は整備・保
管されているか

取扱説明書等はファイルし、定位置に保
管している。 〇

備品台帳に基づき適切に整理整
頓されているか

適切に行っている。 〇

適切に整備・保管されていることを確認してい
る。

鍵の保管、施錠管理が適切にな
されているか

夜間見回り時のチェック表を作成し施錠
を確認している。鍵の保管、施錠管理は
適切に行っている。

鍵の保管及び管理について、適正であること
が認められる。 〇

施
設
管
理

共通

建物
設備
備品

日常・定期点検が計画的に実施
され、点検記録が適切に保管さ
れているか（建物、設備、備品）

日常点検、定期点検ともに実施しており
記録は適切に保管している。

建物・設備の法令点検及び定期点検等につい
て適正になされていることが、報告書により確
認できる。なお、年に１度、区職員も日常点検
に立ち会い、点検内容を確認している。

〇

安全・危機管理

業務の再委託は手順に沿って適
切に行われているか（建物、設
備）

管理代行仕様書に基づき実施している。 入札を実施するなど、適切に実施されている。 〇

省エネルギーの取組みは適切に
実施されているか（建物、設備）

利用者の安全に配慮しつつ、省エネに
つとめ適切に実施している。

近年の天候不順を考慮し、利用者の安全を優
先したうえで、館内表示のほか、必要に応じて
利用者に直接協力を依頼するなど、省エネへ
の取組みの徹底を図っている。

〇

修理・更新が必要な場合は原因
を含めて速やかに報告している
か（建物、設備、備品）

速やかに報告・相談している。必要に応
じて写真撮影や記録をとっている。

適切・迅速に報告されている。 〇

修繕等を適切におこなっている
か（建物、設備、備品）

〇

日常の防犯・防災管理体制は適
切か

・館内・敷地内の見回りなど日常の防犯・
防災管理は適切に行い、閉館後は警備
会社に委託している。
・防犯対策として敷地外回りフェンスとラ
イトを設置。館内、１階カウンターに録音・
録画機能付きの防犯カメラ、非常ボタン
を設置している。
・イベント、講座開催時には災害時の対
応について参加者に説明している。

〇

個人情報審議会で承認された内容を職
員で共有し遵守すると共に、個人情報保
護方針を作成し、職員に対し定期的に研
修を実施し周知徹底している。

〇

防犯・防災のマニュアルが整備さ
れているか、またマニュアルの内
容は職員に周知されているか

防犯・防災マニュアルを作成し研修を実
施しており職員に周知徹底を図ってい
る。

〇

緊急時の初動連絡体制の整備
や避難誘導等の訓練を実施して
いるか

・電話およびSNSを利用した緊急連絡体
制を整備している。
・毎年1回緊急時の定期訓練および避難
誘導等の訓練を実施している。令和2年
度は蜜を避け、職員各自が消火器や避
難経路の確認を行った。「きこえとことば
の教室」設置に伴い、非常口が1か所
減ったため館内の避難経路図を変更し
掲示した。利用者の安全に備えて職員は
救命技能（AED）の講習を受講している。

個人情報の適切な管理は、施設において確認
している。また、研修による職員の意識向上や
取り組みへの徹底を図るなど、情報の保護に
努めている。

マニュアルの作成及び職員研修により、防犯・
防災や緊急時に対応できるよう努めている。

避難訓練の実施に加え、職員研修の一環で
「非常時の対応について」のグループワーク行
い、心構えと具体的行動を確認するなど、職員
を中心に防災意識の向上と安全確保のための
技術習得を図っている。

職員は、救命救急の講習を受講し、全員が救
命技能認定証の交付を受けるなど、緊急時に
対する体制を整備している。

情報管理 個人情報保護、法令遵守のた
め、マニュアルの整備や職員研
修を実施しているか



【標準様式１-２】施設
所管課
評価

項目 確認内容 指定管理者自己評価 施設所管課所見（確認方法・頻度）

　評価基準　（きちんと履行している＝○、もう少し努力が必要＝△、履行されていない＝×）

３　指定管理者総合所見　（サービスの提供に関して工夫・改善した点、運営上の今後の課題等）

４　施設所管課総合所見　（施設運営の総合的な評価）

５　財務状況に関する施設所管課所見

６　労働環境に関する施設所管課所見

清　掃

公認会計士による財務審査では、財務状況は「良好」との結果であった。これにより、財務面からは、施設の管理運営を適正に代行できる状況に
あると判断する。

社会保険労務による労働条件審査では、労働条件、書類等の管理状況は「良好」との結果であった。これにより、適切な労働条件のもと、施設の
管理代行が行われていると判断する。

施設周辺の美観は維持されてい
るか

・園芸ボランティアの方々に定期的な花
壇・植栽の手入れを依頼している。地域
の外観にも配慮し雑草の管理だけでなく
季節ごとに花々が咲き、近隣住民や来館
のお客様からも好評を得ている。
・デング熱対策として敷地内雨水マスに
殺虫剤を散布し、公衆衛生にも配慮して
いる。

美観の維持に努めているほか、区の指示に基
づくデング熱対策にも積極的に取り組んでい
る。

〇

　男女共同参画の推進に対し、知識と実績を有する法人であるということもあり、施設の設置目的に沿った事業展開及び施設運営が適切に行わ
れていた。
大田区男女共同参画推進プランに基づく男女共同参画推進事業については、その趣旨を理解し、参加者アンケートで得られた満足度や意見等
に基づく評価に加え、コスト面からの評価も実施するなど、次年度以降のより効果的な事業実施の実現に努めている。また、区に対して施設整備
や運営、事業実施に関する提案を行うなど、指定管理業務に対する積極的な施設も見られた。加えて、令和元年度末から続く新型コロナウイルス
感染症拡大防止対策についても、所管課と連絡を密にし、区からの指示に基づき工夫して取り組むなど積極的な姿勢が見られた。
　また、施設利用者数については、新型コロナウイルス感染症の影響により例年の半数程度となったが、施設利用停止期間においては、区民の
利用が一定程度あった。区民の施設利用に際しては、館内掲示や声掛けなどによる感染拡大防止対策に努めていたことから、適切な施設運営
及び事業運営を行っていると評価できる。
　施設の設置目標達成に向けては、区と指定管理者とが協働し、それぞれの役割を明確にして責任を果たすことで質の向上を図る。

ごみの分別等、リサイクルの取組
みは適切に実施されているか

職員全員がゴミの分別と減量化を常に意
識し、リサイクルに取り組んでいる。

利用者のごみの持ち帰りを徹底するべく協力
依頼するなど、ごみの減量化及び分別に努め
ている。

〇

工夫・改善点
・令和2年度においては、新型コロナウイルス感染症拡大防止対策を重要課題とし、施設管理及び男女共同参画推進事業の実施に努めた。所
管課への相談・連絡・報告を密に行い、利用者・講座参加者・職員の安心・安全が得られるよう尽力した。
〈施設管理〉
・入館時に検温・手指の消毒、マスク着用のお願いを実施した。室場の利用休止や、利用人数の制限、使用料の還付など、通常時とは異なる対
応が多く、所管課と密に連絡をとり施設管理を行った。
・ご利用のお客様者に対して、新たな対策や変更になった利用方法など、ホームページや館内掲示などで案内、周知に努め、ていねいな分りや
すい説明を心がけた。
〈男女共同参画推進事業〉
・男女共同参画推進事業については、事業終了後に事業担当者全員で総括を行い成果と効果を検証し、今後の課題や問題点を話し合い改善
策を検討している。さらに事業評価会議を行い昨年度実施した事業全体を振り返り、区民の課題解決に効果はあったか、社会のニーズ、区民の
ニーズにあった事業であったかを検証し、次年度の計画を立案した。令和2年度においては、コロナ禍が社会生活に与える影響をリサーチし、当
初計画していた事業計画を見直し、区民のニーズに鑑みた事業を企画・実施した。
・事業実施にあたり、上記の感染対策に加えて来館の受講者には「健康チェックシート」を記入、座席の管理など安心して参加できる環境を整え
た。
・所管課の協力のもと、令和２年度末にはICTを利用した事業運営を行う体制を整備することができた。
・コロナ禍においても設置目的である男女共同参画を推進するため、職員には積極的に研修機会（オンライン含む）を与え、資質の向上をめざし
た。

・経年劣化による施設や備品の不具合について、令和2年度は修繕計画にに基づき館内の排水管の一括清掃を実施した。今後も早期発見、所
管課に報告・相談を密に行い、優先順位を考慮し安全・安心な利用ができるよう修繕し、利用者へ説明・周知を行いご理解いただけるよう努めた
い。

今後の課題について
・ワーク・ライフ・バランス啓発のための男性向け講座や女性の就労継続講座など、働く区民向けの学習事業は必然的に土日・祝日の開催となり
担当者も通常勤務の他に出勤となる。開館時間が長く、休館日もないため、職員のワーク・ライフ・バランスを考慮しマネジメントを行っているが、
人材の確保は大きな課題ととらえている。
・新型コロナウイルス感染対策のため、共有スペースの閉鎖や、男女共同参画推進事業の中止、うぐいすネット室場の利用自粛など通常とは異な
る対応が続き、お客様からの問い合わせが多く寄せられた。利用者の立場に立って、わかりやすい表現でご理解いただけるよう職員一丸となって
務めた。今後も対応策は継続していくため、利用者の理解が得られるよう工夫し、信頼を得られるよう施設管理に努めたい。
・第8期男女共同参画推進プランには、SDGｓの目標「№5ジェンダー平等の実現」が掲げられている。ジェンダーによる差別や偏見をなくすために
は男性・女性という括りだけでなく、SOGI（Sexual Orientation and Gender Identity）を視野にいれた啓発活動が必要と捉えている。


